
 

令和 6 年度 

 

川口市商店改修事業補助金のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請受付：令和 6 年４月 1 日（月）～ 
 

お問合せ：川口市役所 産業振興課 商業観光係 
ＴＥＬ ０４８－２５９－９０１８（商業観光係直通） 

ＦＡＸ ０４８－２５８－１１６１ 



令和 6 年度 川口市商店改修事業補助金のご案内 

 

市内で店舗を営む方が、店舗の集客力や買物環境の向上を目的とした店舗の改修工事

を行う際に補助金を交付します。 

 

〇制度の概要 

下表①～③の項目については、各要件すべてに当てはまることが必要です。 

項 目 内     容 

①対象者 

 川口市に住民登録のある個人又は、法人市民税に関する届出のある法

人であること。 

 納期の到来した市税（法人であって、その代表者が本市において住民

基本台帳に記録されている場合にあっては、当該者の市税を含む）を完

納していること。 

 暴力団関係者でないこと。 

②対象店舗 

 別表１に定める小売業・飲食業・生活関連サービス業などを主として

営む店舗で、常時看板を掲出し不特定多数の来客があること。 

 店舗の床面積の合計が、２００㎡未満であること。 

 １万㎡以上の大規模小売店舗内のテナント物件ではないこと。 

１万㎡以上の大型店：イオンモール川口前川、アリオ川口、ミエルかわぐち、 

ララガーデン川口、イオンモール川口 

 ５年以上の営業実績があること。  

 通常、１週間当たり５日以上営業を行っていること。 

 「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「特定遊興飲食店営業」で

はないこと。 

 社会通念上公序良俗に反する事業を行っていないこと。 

 宗教活動や政治活動を主とする事業を行っていないこと。 

③対象事業 

 ２０万円以上（消費税を除く）の工事であること。 

 市内に本社がある法人又は、市内に住所がある個人に請け負わせた工

事であること。 

 国、県及び市の他の補助金を利用する工事でないこと。 

④対象経費 対象とする経費は、別表２の工事費用とする。（消費税を除く） 

⑤補助金額 
◆補助率 補助対象経費の３０％以内（１，０００円未満切り捨て） 

◆補助上限額 １店舗５０万円 

⑥経営診断 
補助金交付申請後、川口商工会議所において経営診断を受け、実績報告

時に経営診断シートを提出すること。  

※本補助金は課税対象となります。詳しくは税務署にご確認ください。 
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① 市内業者から見積書をとってください。

②

③ 必要に応じて、現地調査を行います。

④ 市から交付決定通知を送付します。

⑤ 工事の契約は交付決定日以降にしてください。

※決定前の工事着手は、補助対象外となります。

⑥ 施工業者へ代金を支払います。

⑦

⑧ 必要に応じて、現地調査を行います。

⑨ 市から確定通知書を送付いたします。

⑩ （様式第７号）

⑪

※事業終了後、経営状況確認のアンケート調査を実施いたしますのでご協力をお願いいたします。

口座振込み

必要書類を添付の上、工事着手（契約）の２週間前
までにご提出ください。（様式第１号）

見積り依頼

交付申請書提出

（書類審査）

交付決定

事業着手（契約）

実績報告書提出

（書類審査）

金額確定

必要書類を添付の上、工事完了後３０日以内又は補
助金の交付の決定通知を受けた日の属する年度の3月
末日のいずれか早い日までにご提出ください。（様
式第５号）
※②の交付申請書提出後に、川口商工会議所におい
て、経営診断を受け、経営診断シート（様式第８
号）を実績報告書と併せてご提出ください。

３０日
以内又
は３月
末日ど
ちらか
早い日

〇補助金交付手続きの流れ　

請求書提出　

事業完了

約２週間
この期間に、

川口商工会

議所の経営

診断を受け

てください。
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〇交付申請書の提出について  

 工事の契約の 14 日前まで。※既に着手した工事は受付けできません。 

・申請受付開始日  令和 6 年４月 1 日（月）～ 

・申込みは先着順です。予算額に達した場合、申請の受付を終了させていただきます。 

・受付時間  午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝・年末年始をのぞく） 

・受付場所  第一本庁舎５階 産業振興課 

・同一事業者による申請は、１年度１回とします。 

※交付申請書は、郵送で提出することはできません。 

 

 交付申請書提出書類 

◆必ず提出するもの 

①川口市商店改修事業補助金交付申請書（様式第１号、別紙１～３号） 

②改修工事の見積書の写し 

・工事内容及び消費税を除いた合計金額の記載のあるもの 

 ・有効期限内のもの 

③着工前の現場写真 

 ・店舗の外観写真 

 ・改修工事箇所のすべての写真 

④店舗位置図（住宅地図等で店舗の場所が分かるもの） 

⑤口座振替依頼書（様式第９号） 

・「通帳の表紙のコピー」と、「通帳表紙裏ページのコピー」を添付してください 

◆本人以外が申請手続等を代行する場合 

①委任状（様式第１０号） 

◆貸借している店舗の場合  

①店舗改修工事同意書（様式第１１号） 

②賃貸契約書の写し 

◆同一商店街内の商店街加盟店舗が、商店街代表者の推薦を受け２店舗以上同時に

申請し補助上限額を上げる場合 

①商店改修事業推薦書（様式第１２号） 

◆改修工事に伴い新たに行う事業が許認可を必要とする場合 

①許認可証等の写し 
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〇実績報告書の提出について 

工事完了後３０日以内又は、補助金の交付の決定通知を受けた日の属する
年度の３月末日のいずれか早い日まで。 
 

・提出方法 

 窓口に提出する場合 第一本庁舎５階 産業振興課 

 郵送の場合の送付先 〒３３２－８６０１ 川口市青木２－１－１ 

           川口市役所 産業振興課 商業観光係あて 

 

実績報告書提出書類 

◆必ず提出するもの 

①川口市商店改修事業補助金実績報告書（様式第５号、別紙１） 

②改修工事の契約書の写し 

・契約日、契約者双方の名義、工事内容、工事金額の記載があるもの 

・印紙を添付したもの 

③申請者名義の工事費領収書の写し 

・消費税額が記載されたもの 

・印紙を添付したもの 

④完了後の現場写真 

・着手前の現場写真に対応する改修工事箇所のすべての写真 

⑤経営診断シート（様式第８号） 

・川口商工会議所において経営診断を受けて確認を受けたもの 

◆交付決定後に工事金額や工事内容に変更があった場合 

①変更後の見積書の写し 

◆建築確認申請が必要な工事があった場合 

①検査済証明書の写し 

◆申請後の書類審査で指摘があった場合 

①指摘された関係書類  
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◎対象となる業種

業種分類 説　　明 左のうち対象外となるもの

衣類・身の回り品・飲食料品・機械器具その他各
種商品を小売している店舗

（例：靴屋、八百屋、魚屋、パン屋、肉屋、自転
車屋、薬局、本屋、スポーツ用品店、花屋、コン
ビニ、洋品店、リサイクルショップなど）

飲食店・飲食の持ち帰りや配達を行ってる店舗

（例：レストラン、ラーメン店、喫茶店、すし
店、惣菜店、弁当屋など）

日常生活と関連して技能技術や施設を提供する
サービスを行う店舗

（例：クリーニング店、理容店、美容院、エス
テ、リラクゼーション店、洋服直し店、旅行代理
店、葬儀屋、写真プリント店など）

保険業、不動産業、物品賃貸業、療術業

（例：保険代理店舗、不動産屋、レンタルビデオ
店、あん摩・はり・灸・マッサージ店など）

●対象とならない業種

1

2

3

4 建設業  

5 製造業  

6 電気・ガス・熱供給・水道業 

7 情報通信業 

8 運輸業，郵便業 

9 卸売業

10 金融業

11
学術研究，専門・技術サービ
ス業

12 宿泊業

13 娯楽業  

14 教育，学習支援業 

15 医療，福祉  

16 複合サービス事業  

17
サービス業（他に分類されな
いもの）

宿泊業（例：旅館、ホテル）

娯楽業（例：ボーリング場、カラオケボックス、ゲームセンター、スポーツジム）

学校教育、学習支援業など
（例：学習塾、そろばん教室、体操教室、料理教室）

医療業、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業（例：病院、診療所、歯科医
院、助産所、保育所、介護施設）　※あん摩・はり灸などの療術業は対象。

郵便局、協同組合

項目及び説明

農業，林業

漁業

鉱業，採石業，砂利採取業 

廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、政治・経
済・文化団体など

通信業、放送業、情報サービス業など

鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、倉庫業、郵便業など

繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料，鉱物・金属材料等卸売業など

銀行業、貸金業など

学術・開発研究機関、専門・技術サービス、広告業など
（例：法律事務所、税理士事務所、動物病院）

食料品製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、印刷・同関連業など

③ 生活関連サービス業

④ その他

※対象業種であっても、風俗営業・性風俗関連特殊営業は対象外です。

・移動販売
・配達のみを行う店舗
・無人精米所

常時看板を掲げ、不特定多数の来客がある店舗であることが必要です。

① 小売業 

② 飲食サービス業

総合工事業、識別工事業、設備工事業

別表１
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別表２

◎対象となる工事

※市内に本社がある法人又は市内に住所がある個人に受け負わせた工事が対象です。

対象工事

4 給排水設備工事

5 電気、ガス工事

●対象とならない工事

対象外工事等

製造機器、電化製品、家具等。

ただし、

①工事を伴って家具や照明器具を建物に固定する場合

2 外構工事

3 造園工事、植木の剪定

4 防犯カメラの設置

5 太陽光発電システムの設置

6 事務所・工場などの改修・改築

7 屋外設備の設置

9
店舗併用住宅における
住宅部分の改修工事

3 外装工事
店舗の外壁の張替え・塗装・補修
店舗の屋根の葺き替え・塗装・防水

1

家具や照明器具、エアコン購入費用も補助対象とします。

6

工事の例

内装工事

その他
（店舗建物に固定され建
物と一体となって機能す
る設備工事）

建築工事
店舗の一部改修、店舗の増築、看板の設置
　　　　　　　　　　　　　　　※移動式の看板は対象外

床・内壁・天井クロスの張替え、畳の交換、扉・ふすま・
サッシ等の交換、室内のバリアフリー化、部屋の間仕切り
の変更、カーテン・ブラインドの設置

厨房、台所の改修、トイレなど水回りの改修、雨どいの改修

照明設備、コンセントの増設、給湯設備

造り付けの家具（椅子・テーブル棚等）の造作、建物への
家具の固定

無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗ
ｉ－Ｆｉ）設置工事

配線工事費、その他無線ＬＡＮ設置にかかる費用
※ただし、回線使用料、契約料、ランニングコストは対象
外とする。

対象工事一覧表

門扉、ブロック塀、駐車場、物置、倉庫等

8

雨水タンク、浄化槽等

国、県及び市町村におけ
る他の補助金を利用する
工事

1

2

7

説     　　明

②天井埋め込み式のエアコンを設置する場合は、

機械設備及び備品の購入
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様式第１号 
令和  年  月  日 

（あて先）川口市長 

川口市商店改修事業補助金交付申請書 

川口市商店改修事業補助金交付要綱に基づき、下記のとおり申請します。 
記 

 
 
 
 
 
（様式第１号 別紙１） 
（様式第１号 別紙１） 

申 

請 

者 

住所又は

所在地 

〒    －    

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
連 絡 先 

（電話） 

（自宅・勤務先・携帯） 
 氏名又は法人

名及び代表者
職氏名 

               

店舗の名称 
 

 

店舗の所在地 
〒   － 

川口市 

対象店舗の業種 
□小売業   □飲食業  □生活関連サービス業  □その他 

【具体的な業務内容】 

                                  

改修の目的  

改修により期待

できる効果 
 
 

予定工事金額の

うち補助対象と

なる見積金額 

消費税抜額 

            円   

消費税額（補助対象外） 

      円  

工事の着手及び 

完了予定年月日 
着手 令和   年   月   日 

完了 令和   年   月   日 

店舗部分の延床

面積 

店舗部分の延床面積    

 

         ㎡ 

所有又は貸借物件の

延床面積  

        ㎡ 

店舗部分以外の延床面積及

び用途 －     用途 

      ㎡ 

※１ 上の太枠内の必要事項をすべて記入してください。 

※２ 記載内容を訂正する場合、訂正箇所に二重線を引き

その上から申請者の印で訂正印を押印ください。 

（インキ浸透印・シヤチハタ印不可） 

 

収受印 受付番号 
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申請書記入例

工事完了後の工事費支払日（予定）を記入

工事契約日（予定）を記入

６ ４ １

332 8601

川口市青木２－１－１

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ ｶﾜｸﾞﾁﾀﾛｳ

株式会社かわぐち

 代表取締役　川口太郎 048-259-9018

かわぐち屋

332 8601

青木２－１－１

雑貨・アクセサリー販売

店舗入口の手動のガラス扉を自動扉に改修する。また併せて陳列棚
の間隔を広げ、高齢の方やベビーカーのお客様が入りやすいようにする。

客層が広がり、集客力が向上する。
それに伴い、売上の上昇が期待できる。

８００,０００ ８０,０００

２０

１０６

５６

６

５０ ２５０ ２００ 住宅
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